
医師の時間外労働の上限規制及び36協定の作成、

研鑽時間にかかる労働時間に関する考え方について

関労働基準監督署



１．医師の時間外労働の上限規制及び36協定の作成

２．研鑽時間にかかる労働時間に関する考え方
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さらに、臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間（月45時間・年360時間）を超えて、時間外・休日労働を
行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について協定したうえで、36協定届（様式第9号の5）を届出する必要があります。
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